
できること

あなたのくらしの安心のために 

みまもーる（日常生活自立支援事業）

福祉サービス利用援助
書類を読んだり契約や手続きを
することが不安な方に、必要な
福祉サービスの契約や年金の手
続きなどを手伝います。

預かりサービス
預貯金の通帳や証書、実印の保
管・管理が難しい方に、金融機
関の貸金庫で大切に保管して必
要時に備えます。

金銭管理
計画的にお金を使うことが難し
い方に、代理出金や金融機関へ
同行して計画的な支払いを手伝
います。

　生活自立相談窓口では、減収や失業、債務、病気などにより、経済的な問題で困った方の相談に応じます。
　相談支援員があなたの抱えている問題や課題を整理し、どのような支援が必要かを一緒に検討し、支援の計
画を立てます。必要な制度やサービスの利用調整なども行い、問題解決を目指します。
相談無料、秘密厳守です。ご家族、関係者からの相談もお受けします。

　認知症や障害のある方が地域で自立した生活が送れるよう、ご自身の考える力やできる力を大切にしながら
一人一人に寄り添った支援を行います。

　経済的に困窮していて緊急に食糧支援が必要な
人にお渡しできるよう、食品の寄付を受け付けて
「フードドライブ」を実施しています。ご家庭で
使いきれない食品を社協にご持参ください。町や
社協のイベント等でも、受付ブース（写真）を設置
していますので、ご協力をお願いします。

いずれも問い合わせは社協（TEL.962-5417 または 0120-87-5417）まで

生活自立相談窓口
くらしや仕事の不安、心配をご相談ください

❶  認知症、知的・精神障害などにより判断能力が不十分な方
❷  この事業を利用したいという意思が確認できて、契約することができる方利用できる方

家計改善のサポート
● 家計表の作成
● 法律相談
● 各種窓口同行支援
●  手続き支援
　 （税・国保・公共料金など）

就労のサポート
● 求人情報提供
● 履歴書、職務経歴書作成支援
● 面接対策
●  同行支援 （ハローワーク等）
　  ハローワーク出張相談も利用で
きます。（月２回、先着順）
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